
大

坪

稔

先

生

略

歴

昭
和

二
年

八
月
四
日
福
岡
県
八
女
市
大
字
蒲
原
に
出
生

同

一
八
年

八
月

兵
役

(台
湾
海
軍
航
空
隊
)
(昭
和
二

一
年
三
月
ま
で
)

同

二
四
年

三
月

福
岡
県
立
陽
南
高
等
学
校

(中
退
)

同

二
四
年

四
月

福
岡
外
事
専
門
学
校
編
入
学

同

二
六
年

三
月

福
岡
外
事
専
門
学
校
卒
業

同

二
八
年

三
月

法
政
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

同

三
〇
年

三
月

法
政
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科

(私
法
学
専
攻
)
修
了

同

三
〇
年

四
月

西
日
本
短
期
大
学

(旧
大
憲
塾
法
学
院
)
専
任
講
師

同

三
三
年

一
月

西
日
本
短
期
大
学
民
法
講
師
判
定

(文
部
省
大
学
設
置
審
査
会
)

同

三
五
年

二
月

西
日
本
短
期
大
学
民
法
助
教
授
判
定

(文
部
省
大
学
設
置
審
査
会
)

同

三
七
年

一
〇
月

西
日
本
短
期
大
学
教
授

同

三
九
年

四
月

九
州
産
業
大
学
商
学
部
助
教
授

同

三
九
年

四
月

九
州
産
業
大
学
学
生
部
副
部
長

(昭
和
四
三
年
三
月
ま
で
)

同

四

一
年

一
一
月

九
州
産
業
大
学
商
学
部
民
法
教
授
判
定

(文
部
省
大
学
設
置
審
査
会
)

同

四
五
年

四
月

九
州
産
業
大
学
学
生
部
長

(昭
和
四
八
年
三
月
ま
で
)

同

四
九
年

四
月

北
九
州
大
学
法
学
部
教
授
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同

四
九
年

四
月

同

五
七
年

四
月

同

六
〇
年

四
月

同

六
〇
年

一
一
月

同

六

一
年

九
月

同

六
三
年

四
月

平
成

二
年

一
月

同

三
年

七
月

同

五
年

三
月

同

五
年

四
月

北
九
州
大
学
評
議
員

(昭
和
五
四
年
三
月
ま
で
)

鹿
児
島
大
学
教
授
法
文
学
部

鹿
児
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
指
導
教
員

鹿
児
島
大
学
評
議
員

(平
成
元
年
三
月
ま
で
)

鹿
児
島
市
行
政
改
革
懇
談
会
会
長

(昭
和
六

一
年
五
月
提
言
書
を
提
出
し
任
務
終
了
)

鹿
児
島
市
個
人
情
報
保
護
審
議
会
会
長

(平
成
四
年
八
月
ま
で
)

鹿
児
島
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長

(平
成
元
年
三
月
ま
で
)

鹿
児
島
市
建
築
紛
争
調
整
委
員
会
会
長

(平
成
四
年

一
二
月
ま
で
)

鹿
児
島
市
情
報
公
開
懇
話
会
会
長

(
同
年

一
二
月
提
言
書
を
提
出
し
任
務
終
了
)

停
年
に
よ
り
退
職

九
州
国
際
大
学
法
経
学
部
教
授

鹿
児
島
大
学
名
誉
教
授
の
称
号
授
与
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業

績

目

録

一
著
書

1実
定
法
概
説

2
契
約
法
一

3地
方
公
務
員
の
た
め
の
民
事
判
例
研
究

4民
法
総
則

(共
著
)

5債
権
法
各
論

(編
著
)

6地
方
公
務
員
の
た
め
の
判
例
研
究
と
私
法
理
論

7民
法
I
I物
権

(共
著
)

8民
法
総
則

(共
著
)

9民
法
と
現
代
社
会

(編
著
)

1
0

増
訂
版
実
定
法
概
説

1
1

不
動
産
賃
貸
借
法
の
諸
問
題

1
2

民
法

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
1
0

(共
著
)

1
3

増
補
版
債
権
法
各
論

(編
著
)

二
論
文

1
動
産
抵
当
権
の
即
時
取
得
に
つ
い
て

酒

井

書

店

酒

井

書

店

酒

井

書

店

九

州

大

学

出

版

会

嵯

峨

野

書

院

鹿
児
島
県
市
町
村
職
員
研
修
協
会

日

本

評

論

社

嵯

峨

野

書

院

嵯

峨

野

書

院

酒

井

書

店

鹿
児
島
県
市
町
村
職
員
研
修
協
会

ぎ

ょ

う

せ

い

嵯

峨

野

書

院

私
法
第

一
九
号

(
有
斐
閣

)

昭
和
四
二
年

一
〇
月

昭
和
五
三
年

四
月

昭
和
五
六
年

九
月

昭
和
五
七
年

四
月

昭
和
六
二
年

九
月

昭
和
六
三
年

四
月

昭
和
六
三
年

七
月

平
成

元
年

四
月

平
成

元
年

五
月

平
成

二
年

二
月

平
成

三
年

一
〇
月

平
成

三
年

一
〇
月

平
成

五
年

四
月

昭
和
三
三
年

一
〇
月
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2明
認
方
法
に
つ
い
て

3民
法
に
お
け
る
公
信
の
原
則
の
研
究
1

4民
法
に
お
け
る
公
信
の
原
則
の
研
究
2

5自
力
救
済
論

6夫
婦
間
に
お
け
る
贈
与
契
約
の
取
消
に
つ
い
て

7民
法
に
お
け
る
善
意
に
つ
い
て
ω

8民
法
に
お
け
る
善
意
に
つ
い
て
2

9民
法
に
お
け
る
善
意
に
つ
い
て
3

1
0

民
法
に
お
け
る
善
意
に
つ
い
て
4

1
1

再
び
民
法
に
お
け
る
善
意
に
つ
い
て

1
2

民
法
に
お
け
る
善
意
に
つ
い
て

1
3

表
見
代
理
の
研
究
1

1
4

自
力
救
済
と
占
有
及
び
公
信
力
と
の
関
係

1
5

表
見
代
理
の
研
究
2

1
6

動
産
抵
当
に
つ
い
て
1

1
7

動
産
抵
当
に
つ
い
て
2

1
8

新
根
抵
当
法
に
つ
い
て

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
五
巻

一
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
五
巻
二
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
五
巻
三
号

『宇
賀
田
順
三
博
士
還
暦
記
念
法
学
論
集
』

(
一
粒
社
)

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
六
巻
三
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
七
巻

一
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
七
巻
二
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
七
巻
三
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
八
巻

一
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
八
巻
三
号

私
法
第

三
〇
号

(
有
斐
閣

)

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
九
巻

一
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
九
巻
三
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第

一
〇
巻

一
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第

一
〇
巻
三

・

四
合
併
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第

一
一
巻

一
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第

一
二
巻

一
号

昭
和
三
九
年

一
一
月

昭
和
四
〇
年

三
月

昭
和
四
〇
年

三
月

昭
和
四

一
年

三
月

昭
和
四

一
年

三
月

昭
和
四

一
年

九
月

昭
和
四
二
年

一
月

昭
和
四
二
年

三
月

昭
和
四
二
年

一
二月

昭
和
四
三
年

一
〇
月

昭
和
四
三
年

一
〇
月

昭
和
四
三
年

一
一
月

昭
和
四
四
年

三
月

昭
和
四
四
年

八
月

昭
和
四
五
年

三
月

昭
和
四
五
年

一
二
月

昭
和
四
六
年

七
月
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1
9

沖
縄
に
お
け
る
所
有
者
不
明
の
土
地
に
つ
い
て

2
0

再
び
沖
縄
に
お
け
る
所
有
者
不
明
の
土
地
に
つ
い
て

2
1

移
転
料
に
つ
い
て

2
2

債
権
譲
渡
に
関
す
る
研
究
1

2
3

明
認
方
法
の
諸
問
題

2
4

移
転
料
の
性
質

2
5

家
屋
賃
借
人
の
収
去
権
と
原
状
回
復
義
務

2
6

家
屋
賃
借
人
の
修
繕
義
務
に
つ
い
て

2
7

沖
縄
に
お
け
る
所
有
者
不
明
の
土
地
に
つ
い
て

(新
論
)

2
8

債
権
譲
渡
に
関
す
る
研
究
2

2
9

留
置
権
と
同
時
履
行
の
抗
弁
権

3
0

沖
縄
に
お
け
る
土
地
問
題
|
特
に
所
有
者
不
明
の
土
地
に
つ
い
て

3
1

賃
貸
人
の
修
繕
義
務
と
賃
借
人
の
必
要
費

・
費
用
償
還
請
求
権

3
2

賃
貸
借
契
約
解
除
に
つ
い
て
|
解
除
の
特
約
を
中
心
に

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第
一
三
巻
三
号

九
州
産
業
大
学
商
経
論
叢
第

一
四
巻

一
号

北
九
州
大
学
法
政
論
集
第
四
巻

一
号

北
九
州
大
学
法
政
論
集
第
四
巻
四
号

「薬
師
寺
博
士
米
寿
記
念
民
事
法
学
の
諸

問
題
」
(総
合
労
働
研
究
所
)

ジ

ュ
リ
ス
ト
増
刊

「
民
法
の
争
点
」
(有

斐
閣
)

北
九
州
大
学
法
政
論
集
第
六
巻
二
号

北
九
州
大
学
法
政
論
集
第
七
巻
三
号

北
九
州
大
学
法
政
論
集
第
九
巻
二
号

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第

一
八
巻

一
・
二

合
併
号

『
現
代
民
法
学
の
基
本
問
題

上
』
(第

一

法
規
)

私

法

第

四

五
号

(
有

斐

閣

)

「現
代
契
約
法
体
系
第
3
巻
』
(有
斐
閣
)

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第

一
九
巻

一
・
二

合
併
号

昭
和
四
八
年

二
月

昭
和
四
八
年

九
月

昭
和
五

一
年

七
月

昭
和
五
二
年

三
月

昭
和
五
二
年

一
〇
月

昭
和
五
三
年

七
月

昭
和
五
三
年

一
一
月

昭
和
五
四
年

二

月

昭
和
五
七
年

一
月

昭
和
五
八
年

三
月

昭
和
五
八
年

七
月

昭
和
五
八
年

九
月

昭
和
五
八
年

二

月

昭
和
五
九
年

三
月
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3
3

賃
借
権
の
無
断
譲
渡
と
解
除

3
4

共
同
不
法
行
為

3
5

慰
謝
料
請
求
権
の
性
質

3
6

偽
造
文
書
に
基
づ
く
土
地
所
有
権
の
移
転
と
市

・
国
の
責
任

3
7

求
償
権
等
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
-
信
用
保
証
協
会
の
求
償

権
を
中
心
に

3
8

債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
と
債
権
の
準
占
有
に
対
す
る
弁
済

3
9

損
害
賠
償
額
の
算
定
時
期

4
0

医
薬
品
製
造

・
投
薬
等
の
法
的
責
任
に
つ
い
て
1

4
1

医
薬
品
製
造

・
投
薬
等
の
法
的
責
任
に
つ
い
て
2

4
2

買
戻
約
款
付
不
動
産
の
転
売
と
買
戻
権
行
使
の
相
手
方

4
3

医
薬
品
製
造

・
投
薬
等
の
法
的
責
任
に
つ
い
て
3

4
4

借

地

・
借
家
法
の
改
正
論
点

4
5

建
物
保
護
法
と
借
地
権
と
の
関
係
｜
新
借
地
借
家
法

一
〇
条

と

の
比
較
考
察

『新
版
判
例
演
習
民
法
4
』
(有
斐
閣
)

『法
令
解
釈
事
典
』
(ぎ
ょ
う
せ
い
)

『法
令
解
釈
事
典
』
(ぎ

ょ
う
せ
い
)

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第
二
二
巻

一
号

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第
二
二
巻
二
号

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第
二
三
巻

一
・
二

合
併
号

『債
権
法
重
要
論
点
研
究
』
(酒
井
書
店
)

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第
二
五
巻

一
・
二

合
併
号

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第
二
六
巻

一
号

『
不
動
産
取
引
判
例
百
選

(第
二
版
)
』

(有
斐
閣
)

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第
二
七
巻

一
号

鹿
児
島
大
学
法
学
論
集
第
二
八
巻
一

号

『続
現
代
民
法
学
の
基
本
問
題
』
(第

一
法

規
)

昭
和
五
九
年

八
月

昭
和
六

一
年

三
月

昭
和
六

一
年

三
月

昭
和
六

一
年

三

月

昭

和
六
二
年

四
月

昭

和
六
二
年

一
二月

昭

和
六
三
年

四
月

平
成

二
年

三
月

平
成

二
年

一
〇
月

平
成

三
年

七
月

平
成

三
年

九
月

平
成

四
年

九
月

平
成

五
年

四
月
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